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公の施設の区域外設置に関する協議書 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の３第１項の規定により、江

戸川区の特別区道の一部を葛飾区の区域に下記のとおり設置する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

       江戸川区長  斉 藤   猛 

 

 

 

       葛飾区長   青 木 克 德 

 

 

 

記 

 

 

１ 施設の名称  特別区道 201-9112 号線（江戸川区管理） 

２ 設置の場所  葛飾区新小岩三丁目 1780 番の一部ほか（位置図のとおり） 

３ 経費の負担  施設の設置及び維持管理に関する経費は、江戸川区が負担

する。 

４ そ の 他  この協議書に定めのないことについては、その都度両区で

協議を行い定めるものとする。 
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ここにメモを書いてください。


